
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
一
）

〔
平
成
二
二
年
一
二
月
二
日
最
高
裁
第
一
小
法
廷
決
定
、
平
成

二
二
年
（
許
）
第
一
四
号
債
権
差
押
命
令
に
対
す
る
執
行
抗
告
棄

却
決
定
に
対
す
る
許
可
抗
告
事
件
、
抗
告
棄
却
、
民
集
六
四
巻
八

号
一
九
九
〇
頁
、
判
時
二
一
〇
二
号
八
頁
、
判
タ
一
三
三
九
号
五
二

頁
、
金
判
一
三
五
六
号
一
〇
頁
・
一
三
六
二
号
二
五
頁
、
金
法

一
九
一
七
号
一
〇
二
頁
〕

【
事
実
の
概
要
】

Ｙ
は
、
魚
の
養
殖
業
を
営
ん
で
い
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
二
〇

年
一
二
月
九
日
及
び
平
成
二
一
年
二
月
二
五
日
、
Ｘ
（
農
林
中
央

金
庫
）
と
の
間
で
、
Ｘ
が
所
有
す
る
養
殖
筏
等
の
養
殖
施
設
一
式

及
び
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
（
1
）
に
つ
い
て
、
Ｘ
を
譲
渡
担
保
権

者
、
Ｙ
を
譲
渡
担
保
権
設
定
者
と
し
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
有
す
る

貸
金
債
権
を
被
担
保
債
権
と
す
る
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
を
締
結

し
た
。

そ
の
設
定
契
約
に
お
い
て
は
、
Ｙ
が
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖

魚
を
通
常
の
営
業
方
法
に
従
っ
て
販
売
で
き
る
こ
と
、
そ
の
場
合
、

Ｙ
は
、
こ
れ
と
同
価
値
以
上
の
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
な
ど
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。

平
成
二
一
年
八
月
上
旬
こ
ろ
、
当
該
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚

二
五
一
〇
匹
が
赤
潮
に
よ
り
死
滅
し
、
Ｙ
は
、
Ａ
（
熊
本
県
漁
業

共
済
組
合
）
と
の
間
で
締
結
し
て
い
た
漁
業
共
済
契
約
に
基
づ
き
、

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位

清　
　

水　
　

恵　
　

介

判
例
研
究

一
三
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
二
）

そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
原
決
定
を
不
服
と
し
て
許
可
抗
告
を
し
た
。

【
本
決
定
要
旨
】

抗
告
棄
却
（
Ｙ
敗
訴
）。

「
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的
と
す
る
集
合
物
譲

渡
担
保
権
は
、
譲
渡
担
保
権
者
に
お
い
て
譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ

る
集
合
動
産
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
動
産
（
以
下
『
目
的
動
産
』

と
い
う
。）
の
価
値
を
担
保
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
効
力
は
、
目
的
動
産
が
滅
失
し
た
場
合
に
そ
の
損
害
を
て
ん

補
す
る
た
め
に
譲
渡
担
保
権
設
定
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
損
害

保
険
金
に
係
る
請
求
権
に
及
ぶ
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的
と
す
る
集

合
物
譲
渡
担
保
契
約
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
目
的
動
産
を
販

売
し
て
営
業
を
継
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、

目
的
動
産
の
滅
失
に
よ
り
上
記
請
求
権
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、

こ
れ
に
対
し
て
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
が
合
意
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
譲
渡

担
保
権
者
が
当
該
請
求
権
に
対
し
て
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

Ａ
に
対
し
、
同
養
殖
魚
の
滅
失
に
よ
る
損
害
を
填
補
す
る
た
め
に

支
払
わ
れ
る
共
済
金
に
係
る
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
。

Ｙ
は
、
上
記
の
赤
潮
被
害
発
生
後
、
Ｘ
か
ら
新
た
な
貸
付
け
を

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
同
年
九
月
四
日
、
養
殖
業
を
廃
止
し

た
。Ｘ

は
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
当
該
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
に

よ
り
設
定
さ
れ
た
譲
渡
担
保
権
の
実
行
と
し
て
、
当
該
養
殖
施
設

及
び
当
該
養
殖
施
設
内
に
残
存
し
て
い
た
養
殖
魚
を
Ｂ
（
熊
本
県

海
水
養
殖
漁
業
協
同
組
合
）
に
売
却
し
、
そ
の
売
却
代
金
を
Ｙ
に

対
す
る
貸
金
債
権
に
充
当
し
た
。

Ｘ
は
、
平
成
二
二
年
一
月
二
九
日
、
熊
本
地
方
裁
判
所
に
対
し
、

上
記
の
充
当
後
の
貸
金
残
債
権
を
被
担
保
債
権
と
し
、
当
該
譲
渡

担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
権
の
行
使
と
し
て
、
当
該
漁
業
共
済

金
請
求
権
の
差
押
え
の
申
立
て
を
し
た
。

同
年
二
月
三
日
、
同
地
方
裁
判
所
は
、
同
申
立
て
に
基
づ
き
債

権
差
押
命
令
を
発
付
し
た
。

Ｙ
は
、
当
該
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
当
該
譲
渡
担
保
権
の
効
力

は
及
ば
な
い
な
ど
と
し
て
、
上
記
命
令
の
取
消
し
を
求
め
る
執
行

抗
告
を
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
（
後
記
【
原

決
定
要
旨
】
参
照
）。

一
四
〇



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
三
）

産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
効
力
が
及
ぶ
た
め
、
譲
渡
担
保
権
者

は
、
担
保
価
値
の
維
持
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
通
常
の
営

業
の
範
囲
内
に
お
い
て
処
分
さ
れ
た
動
産
に
対
し
て
は
、
譲
渡
担

保
権
の
効
力
は
及
ば
な
く
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
処
分
に
か

か
る
売
買
代
金
債
権
等
に
つ
き
、
物
上
代
位
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
集
合
物
を
構
成
す
る
個
々
の
動
産
に
つ
い
て
、

通
常
の
営
業
の
範
囲
を
超
え
る
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当

然
に
新
た
な
動
産
が
補
充
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
担
保
価
値
の
維

持
を
図
る
た
め
に
は
、
個
々
の
動
産
の
代
替
物
な
い
し
派
生
物
に

対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
効
力
を
及
ぼ
す
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
物

上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
て
も
、
譲
渡
担
保
権
者
の
把
握
す
る
担

保
価
値
が
拡
大
し
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る

こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

一
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
①
Ｙ
は
、
平
成
二
一
年
八
月
上
旬
こ
ろ

に
発
生
し
た
赤
潮
に
よ
り
、
養
殖
魚
二
五
一
〇
匹
が
死
亡
す
る
被

害
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
こ

と
、
②
Ｙ
は
、
養
殖
魚
の
餌
代
を
調
達
す
る
た
め
に
、
Ｘ
か
ら
繰

り
返
し
手
形
貸
付
を
受
け
て
い
た
が
、
赤
潮
発
生
後
、
Ｘ
か
ら
今

後
の
貸
付
は
行
わ
な
い
と
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
同
年
九
月
四
日
に

上
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
が
本
件
共
済
金
請
求
権
の
差
押

え
を
申
し
立
て
た
時
点
に
お
い
て
は
、
Ｙ
は
目
的
動
産
で
あ
る
本

件
養
殖
施
設
及
び
本
件
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
を
用
い
た
営
業
を

廃
止
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
が
実
行
さ
れ
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
に
お
い
て
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
動
産

を
用
い
た
営
業
を
継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
Ｘ
が
、
本
件
共
済
金
請
求
権
に
対
し
て
物
上
代
位
権
を

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
2
）
。」

【
原
々
決
定
】
熊
本
地
決
平
成
二
二
年
二
月
三
日
平
成
二
二（
ナ
）

一
号

〔
決
定
省
略
〕（
債
権
差
押
命
令
の
発
付
）

【
原
決
定
要
旨
】
福
岡
高
決
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
平
成
二
二

（
ラ
）七
八
号
（
金
判
一
三
五
六
号
一
四
頁
）

抗
告
棄
却
（
Ｙ
敗
訴
）。

「
確
か
に
、
集
合
物
譲
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
集
合
物
を
構
成

す
る
個
々
の
動
産
に
つ
き
、
設
定
者
に
よ
っ
て
通
常
の
営
業
の
範

囲
内
で
処
分
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
設
定
者
に
は

新
た
な
動
産
の
補
充
が
義
務
付
け
ら
れ
、
新
た
に
補
充
さ
れ
た
動

一
四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
四
）

あ
る
か
ら
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
対
す
る
差
押
え
を
認
め
た
原

命
令
が
違
法
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

【
許
可
抗
告
理
由
要
旨
】

「
1　

買
受
人
に
無
用
な
負
担
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か

ら
、
譲
渡
担
保
権
は
、
実
行
に
よ
り
消
滅
す
べ
き
と
解
す
る
べ
き

で
あ
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
は
、
私
的
実
行
に
よ
り
消
滅
し
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

2　

ま
た
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
の
取
得
を
通
常
の
営
業
の
範

囲
を
超
え
る
処
分
と
し
て
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
本
件
譲
渡
担

保
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
し
て
い
る
が
、
赤
潮
の
発
生
に
よ
り
申
立

人
が
漁
業
共
済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
場
合
も
、
申
立
人
は
担
保

価
値
維
持
義
務
に
基
づ
き
、
新
た
な
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
通
常
の
取
引
に
よ
り
養

殖
魚
を
売
却
す
る
場
合
と
変
わ
り
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
申
立
人
の
取
得
は
通
常
の
営
業
の
範
囲
内
の
処

分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

3　

さ
ら
に
、
赤
潮
発
生
か
ら
申
立
人
が
養
殖
業
廃
業
の
決
意

を
す
る
ま
で
の
経
緯
か
ら
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
物
が
固
定

化
し
た
の
は
、
平
成
二
一
年
九
月
四
日
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

廃
業
し
た
こ
と
、
③
Ｘ
は
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
、
養
殖
筏
等
の

養
殖
施
設
一
式
及
び
当
時
残
存
し
て
い
た
養
殖
魚
を
売
却
処
分
し

た
こ
と
、
④
Ｙ
は
、
平
成
二
二
年
二
月
八
日
、
第
三
債
務
者
に
対

し
、
共
済
事
故
関
係
書
類
を
提
出
し
て
、
漁
業
共
済
金
請
求
手
続

を
取
っ
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
漁
業
共

済
金
請
求
権
を
取
得
し
た
の
は
、
通
常
の
営
業
の
範
囲
を
超
え
る

処
分
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
Ｙ
に
お
い
て
、
前
記
赤
潮
被
害
発

生
後
、
新
た
に
養
殖
魚
を
補
充
し
た
形
跡
が
な
い
（
し
た
が
っ
て
、

そ
の
後
、
赤
潮
被
害
に
よ
っ
て
毀
損
さ
れ
た
担
保
価
値
が
回
復
し

た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
漁
業
共
済
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位

権
の
行
使
を
認
め
て
も
、
担
保
価
値
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
一
般
債

権
者
等
に
不
測
の
損
害
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。）
こ
と
を
考
慮

す
る
と
、
赤
潮
被
害
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
、
Ｙ
が
直
ち
に

廃
業
を
決
意
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
赤
潮
被
害
発
生
後
、
通
常

の
営
業
が
継
続
し
て
い
た
と
は
認
め
難
い
か
ら
、
本
件
譲
渡
担
保

契
約
の
目
的
物
は
、
赤
潮
被
害
発
生
時
に
実
質
的
に
固
定
化
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
効
力
は
、
物
上
代
位
に
よ

り
漁
業
共
済
金
請
求
権
の
上
に
及
ぶ
う
え
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て

も
上
記
固
定
化
に
よ
っ
て
当
然
許
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で

一
四
二



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
五
）

　

②　

保
険
金
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点

⑶　

目
的
動
産
の
固
定
化
時
と
す
る
見
解

　

①　
「
固
定
化
」
概
念
と
そ
の
要
否

　

②　
「
元
本
確
定
」
概
念
と
の
対
比

　

③　

物
上
代
位
権
行
使
と
の
関
係

⑷ 　

目
的
動
産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
と

す
る
見
解

⑸　

小　

括

3　
〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
合

意
〞
の
評
価

⑴　

本
評
釈
の
立
場
の
中
で

⑵　

本
評
釈
の
立
場
を
超
え
て

三　

結　

語　

│　

残
さ
れ
た
課
題

1　

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上

代
位

2　

競
合
す
る
債
権
者
と
の
優
先
関
係

3　

物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
の
要
否

一　

本
評
釈
の
構
成

本
決
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
多
数
の
優
れ
た
評
釈
（
3
）
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
主
な
論
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
感
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
評
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、

4　

以
上
の
と
お
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
実
行
後
も
本
件
譲
渡

担
保
権
の
効
力
が
存
続
すマ
　
　
　
マ

る
し
て
い
る
点
、
漁
業
共
済
金
請
求
権

の
取
得
が
通
常
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
効

力
が
及
ぶ
と
しマ
　
　
マ

て
る
点
、
本
件
譲
渡
担
保
権
の
目
的
物
の
固
定
化

時
期
を
赤
潮
被
害
発
生
時
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
原
決
定
に

は
、
法
令
の
解
釈
に
重
要
な
誤
り
が
あ
る
の
で
、
申
立
人
は
原
決

定
を
破
棄
し
、
相
当
な
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
。」

【
評
釈
】

一　

本
評
釈
の
構
成

二　

本
決
定
の
評
価

1　
〝
営
業
の
継
続
〞
の
評
価

⑴　

本
決
定
の
意
義
・
特
徴

⑵　

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
関
す
る
本
決
定
の
傍
論
性

⑶　

本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
の
意
義

⑷　
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
の
評
価

2　

権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
各
見
解
の
評
価

⑴　

債
務
不
履
行
時
と
す
る
見
解

　

①　

保
全
的
差
押
え
の
可
否

　

②　

付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
区
別

⑵　

動
産
の
補
充
を
基
準
と
す
る
見
解

　

①　

担
保
価
値
維
持
義
務
の
視
点

一
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
六
）

に
つ
い
て
は
、
損
害
保
険
金
請
求
権
が
一
般
に
被
代
位
債
権
た
り

得
る
も
の
（
7
）
と
し
て
、
こ
れ
を
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
の
効
力
範
囲

に
含
め
、
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
妨

げ
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、「
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
を
掲
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
担
保
権

の
効
力
は
及
ぶ
も
の
の
物
上
代
位
権
は
な
お
行
使
で
き
な
い
と

い
っ
た
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

そ
こ
で
、
ほ
と
ん
ど
の
評
釈
に
お
い
て
は
、
本
決
定
に
い
う

「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
と
は
何
か
、
ま
た
、
か

か
る
要
件
設
定
は
適
切
か
、
更
に
は
、
本
決
定
が
例
外
と
し
て
掲

げ
る
、「
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が

合
意
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
と
は
何
か
が
、
主
な
検

討
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑵　

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
関
す
る
本
決
定
の
傍
論
性

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
本
決
定
の
各
掲
載
誌
に
付

さ
れ
た
以
下
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
が
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。

「
本
件
の
事
案
に
お
い
て
は
、
保
険
金
請
求
権
に
譲
渡
担
保

権
の
効
力
が
及
ぶ
か
の
点
は
、
争
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

本
決
定
の
中
で
更
に
評
価
を
加
え
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
も
の
と

し
て
、〝
営
業
の
継
続
〞（
二
1
）、
権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る

各
見
解
（
二
2
）、
及
び
、〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
る
旨
の
合
意
〞（
二
3
）
の
三
点
を
中
心
に
採
り
上
げ
、

論
点
の
整
理
と
若
干
の
評
価
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

本
決
定
の
評
価

1　
〝
営
業
の
継
続
〞
の
評
価

⑴　

本
決
定
の
意
義
・
特
徴

本
決
定
は
、
事
例
限
り
の
判
断
に
す
ぎ
な
か
っ
た
最
高
裁
平
成

一
一
年
決
定
（
4
）
か
ら
歩
を
進
め
て
、
し
か
し
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保

権
（
5
）
に
基
づ
く
損
害
保
険
金
請
求
権
へ
の
物
上
代
位
を
肯
定
す
る
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
慎
重
に
射
程
を
限
定
し
つ
つ
、
法
理
的
な

判
断
に
踏
み
切
っ
た
点
に
お
い
て
画
期
的
な
決
定
で
あ
る
。

ま
た
、
本
決
定
は
、
物
上
代
位
の
可
否
の
問
題
を
、
譲
渡
担
保

権
の
効
力
が
被
代
位
債
権
に
及
ぶ
か
否
か
と
い
う
効
力
範
囲
の
問

題
と
、
当
該
被
代
位
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
権
を
い
つ
か
ら
行

使
で
き
る
か
と
い
う
行
使
要
件
の
問
題
と
に
区
別
し
て
お
り
（
6
）
、
こ

の
点
も
こ
れ
ま
で
の
物
上
代
位
判
例
に
み
ら
れ
な
い
大
き
な
特
徴

を
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
区
別
の
上
で
、
前
者
の
問
題

一
四
四



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
七
）

は
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
許
さ
れ
、
た
だ
し
、
例
外
と
し
て
、

執
行
抗
告
訴
訟
に
お
い
て
抗
告
人
で
あ
る
設
定
者
が
「
通
常
の
営

業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
に
あ
た
る
こ
と
を
立
証
し
た
な
ら
ば
、

い
わ
ゆ
る
実
体
抗
告
が
認
め
ら
れ
て
債
権
差
押
命
令
が
取
り
消
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
9
）。
し
か
し
、
本
件
は
、
結
果
的

に
は
、「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
を
認

め
ず
、
原
則
通
り
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
本
決
定
に
い

う
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」（
権
利
行
使
の
積
極

的
要
件
と
し
て
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
当
た
ら
な
い
こ

と
（
10
）
）
と
は
、
権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
他
の
い
か
な
る
学
説
を

も
排
斥
し
な
い
、
い
わ
ば
最
大
公
約
数
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る

に
と
ど
ま
り
、
積
極
的
な
要
件
設
定
を
行
っ
た
も
の
と
理
解
す
べ

き
で
は
な
い
か
ら
、「
継
続
」
概
念
の
曖
昧
さ
を
批
判
す
る
こ
と
（
11
）

に
は
お
よ
そ
意
味
が
な
く
、
む
し
ろ
本
決
定
を
契
機
と
し
た
学
説

に
よ
る
明
確
な
定
式
化
こ
そ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ

う
。⑶　

本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
の
意
義

そ
れ
ゆ
え
に
、
本
決
定
に
い
う
「
特
段
の
事
情
」
も
ま
た
、
こ

が
及
ぶ
と
し
て
、
い
つ
の
時
点
ま
で
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
争
点
と
な
っ
て

い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
が
生

じ
て
動
産
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
も
実
行
さ
れ
て
い
た
し
、
Ｙ

は
営
業
を
廃
止
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
説

を
採
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
が
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
点
は
結
論
に
影
響
し
な

い
と
い
え
る
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

最
高
裁
判
所
は
、
い
つ
の
時
点
ま
で
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
の
基
準
時
に
関
し
て
は
、『
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
』
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
を

示
し
、
後
の
解
釈
に
委
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
8
）
」。

す
な
わ
ち
、
こ
の
判
示
部
分
は
傍
論obter dictum
に
す
ぎ
ず
、

厳
密
な
意
味
に
お
け
る
判
例ratio decidendi

と
し
て
の
価
値

を
も
た
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
、
確
か
に
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
か
ら
は
、
譲
渡
担

保
権
の
効
力
が
保
険
金
請
求
権
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
般

の
物
上
代
位
の
場
合
と
同
様
に
、
民
法
上
は
「
差
押
え
」（
三
〇
四

条
一
項
た
だ
し
書
）
の
要
件
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
、
原
則
と
し
て

一
四
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
一
八
）

続
し
て
い
る
場
合
」）
と
い
う
の
は
、
Ａ
1
説
の
立
場
を
採
っ
て

も
Ａ
2
説
の
立
場
を
採
っ
て
も
（
あ
る
い
は
Ａ
3
説
の
立
場
を

採
っ
て
も
…
）
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
を
包
含
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
Ａ
1
説
の
立
場
を
採
れ
ば
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

な
い
が
、
Ａ
2
説
の
立
場
を
採
れ
ば
な
お
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

る
場
合
や
、
そ
の
真
逆
の
場
合
を
も
包
含
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

こ
う
し
た
い
わ
ば
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
お
い
て
他
説
の
立
場
を
排
斥

し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、「
特
段
の
事
情
」
に
よ
る
権
利

行
使
の
余
地
を
な
お
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
（
12
）
（
上
記

の
図
参
照
）。

以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
本
決
定
は
、
本
件
で
争
点
と
さ
れ
な

か
っ
た
と
は
い
え
、
今
後
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
時
に
つ
き
、
問
題
提
起
を
し
つ
つ
自
ら

は
特
定
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
巧
み
な
判
示
を
行
っ

た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷　
「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
の
評
価

も
っ
と
も
、
観
念
的
に
は
以
上
の
よ
う
に
一
応
言
え
る
も
の
の
、

本
決
定
の
立
場
が
、
実
際
に
、
現
存
す
る
ど
の
説
の
立
場
を
採
っ

て
も
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
適
切
に
要
件
設
定
さ
れ
た
も

う
し
た
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
例
え
ば
、
権
利
行
使
基

準
時
を
め
ぐ
る
複
数
の
異
な
る

立
場
、
Ａ
1
説
と
Ａ
2
説
（
あ

る
い
は
Ａ
3
説
な
ど
…
）
が
存

在
す
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
Ａ

1
説
の
立
場
を
採
っ
て
も
Ａ
2

説
の
立
場
を
採
っ
て
も
（
あ
る

い
は
Ａ
3
説
の
立
場
を
採
っ
て

も
…
）
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
適
切
に
要
件
設
定
さ
れ

た
も
の
が
本
決
定
の
立
場

（「
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て
い

る
場
合
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と

〔
い
わ
ば
Ｂ
説
〕）
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
逆
に
こ
の
立
場
に

よ
っ
て
は
本
来
、
権
利
行
使
が

認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
場
合

（
ま
さ
に
「
通
常
の
営
業
を
継

どの説でも
権利行使不能

被
代
位
債
権
の

発
生
時

Ａ
1
説
に
よ
る

権
利
行
使
可
能
時

Ａ
2
説
に
よ
る

権
利
行
使
可
能
時

グレーゾーン
→「特段の事情」の余地

どの説でも
権利行使可能

一
四
六



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
一
九
）

あ
る
い
は
ま
た
、
現
に
営
業
を
継
続
し
て
い
る
か
否
か
を
基
準

に
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん
営
業
を
停
止
し
て
再
開
し
た
よ
う
な

場
合
に
お
い
て
、
停
止
中
に
物
上
代
位
権
を
行
使
で
き
た
も
の
が
、

再
開
後
に
行
使
で
き
な
く
な
る
と
い
っ
た
不
安
定
な
法
的
帰
結
を

容
認
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
本
評
釈
の
観
点
か
ら
は
、
本
決
定
が
「
営
業
を

継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
」
と
の
評
価
の
下
で
物
上
代
位
権
の

行
使
を
認
め
た
点
に
鑑
み
、
現
に
営
業
を
継
続
し
て
い
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、「
営
業
を
継
続
す
る
余
地
」
が
あ
る
限
り
、
な
お

物
上
代
位
権
行
使
を
否
定
す
る
と
の
解
釈
を
採
る
こ
と
は
、
本
決

定
の
下
で
も
な
お
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
（
14
）
。

と
も
す
れ
ば
、
最
高
裁
平
成
一
八
年
判
決
（
15
）
が
掲
げ
た
「
通
常
の

営
業
の
範
囲
」
概
念
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
本
決
定
の

「
継
続
」
概
念
を
所
与
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
向
き
が
み

ら
れ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
必
要
は

な
く
、
よ
り
純
粋
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代

位
の
権
利
行
使
基
準
時
を
模
索
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
が
最
高
裁
の

発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
捉
え
る
余
地
が
あ
る
と
の
点
に
こ

そ
留
意
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
検
証
の
余
地
が
あ
る
。

例
え
ば
、
本
決
定
で
は
、「
目
的
動
産
で
あ
る
本
件
養
殖
施
設

及
び
本
件
養
殖
施
設
内
の
養
殖
魚
…
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
が
実

行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
に
お
い
て
本
件
譲
渡
担

保
権
の
目
的
動
産
を
用
い
た
営
業
を
継
続
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
」
と
述
べ
、
目
的
動
産
本
体
に
対
す
る
譲
渡
担
保
権
の
実
行
を

営
業
の
不
継
続
を
基
礎
づ
け
る
一
要
素
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以

上
に
、
常
に
そ
の
実
行
が
な
け
れ
ば
営
業
の
不
継
続
を
基
礎
づ
け

ら
れ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
要
素
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
養
殖
施

設
が
回
復
困
難
な
ほ
ど
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
な
ど
、
た

と
え
本
体
の
譲
渡
担
保
権
が
実
行
さ
れ
な
く
て
も
営
業
を
継
続
で

き
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
養
殖
魚
の
み
に
担
保
権

設
定
し
て
い
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
、
残
存
養
殖
魚
に
対
し
て

譲
渡
担
保
権
を
実
行
し
て
も
、
養
殖
施
設
が
残
存
す
る
限
り
、
な

お
営
業
を
継
続
で
き
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
設
定
者
が
負
う
目
的
動
産
の
補
充
義
務
に
違
反
し
た
場

合
な
ど
、
目
的
動
産
の
補
充
を
物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
に
据
え

る
見
解
（
13
）
か
ら
は
、
現
に
営
業
が
継
続
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て

も
、
な
お
目
的
動
産
が
補
充
さ
れ
る
限
り
、
物
上
代
位
権
は
行
使

で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
〇
）

①　

保
全
的
差
押
え
の
可
否

ま
ず
第
一
に
、
債
務
不
履
行
前
の
段
階
で
の
保
全
的
意
義
を
有

す
る
よ
う
な
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
え
が
可
能
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
担
保
権
の
実
行
と
し
て
捉

え
る
限
り
、
他
の
担
保
権
の
実
行
と
同
様
に
、
被
担
保
債
権
の
債

務
不
履
行
が
権
利
行
使
（
＝
実
行
）
の
要
件
と
な
る
が
（
17
）
、
あ
く
ま

で
被
代
位
債
権
に
対
す
る
優
先
権
を
保
全
す
る
趣
旨
で
民
法

三
〇
四
条
一
項
た
だ
し
書
に
い
う
「
差
押
え
」
を
行
う
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
債
務
不
履
行
前
で
あ
っ
て
も
、

担
保
権
実
行
で
は
な
い
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
優
先
権
保
全

を
認
め
て
か
ま
わ
な
い
と
い
え
る
（
18
）
。

も
っ
と
も
、
こ
の
点
を
承
認
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
か
か
る
物

上
代
位
権
の
保
全
手
続
が
現
行
法
上
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
の

欠
缺
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
障
害
と
な
る
。
保
全
の
必
要
性
や
本

案
訴
訟
を
前
提
と
し
な
い
特
殊
な
仮
差
押
手
続
や
第
三
債
務
者
に

対
す
る
供
託
請
求
の
仕
組
み
が
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
が
、
そ

れ
ら
が
存
在
し
な
い
以
上
、
通
常
の
債
権
担
保
権
実
行
に
準
じ
た

手
続
（
民
事
執
行
法
一
九
三
条
二
項
・
一
四
三
条
以
下
）
が
と
ら

れ
る
結
果
と
し
て
、
債
務
不
履
行
前
の
物
上
代
位
権
者
に
満
足
的

2　

権
利
行
使
基
準
時
を
め
ぐ
る
各
見
解
の
評
価

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上

代
位
の
権
利
行
使
基
準
時
に
つ
き
、
本
決
定
の
評
釈
を
中
心
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
各
見
解
を
採
り
上
げ
、
論
点
の
整
理
と
若
干
の
評

価
を
加
え
て
お
き
た
い
。
各
見
解
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
背
後
に
お

い
て
重
要
な
価
値
判
断
と
結
び
付
い
て
お
り
、
軽
々
な
評
価
は
控

え
た
い
も
の
の
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
乏
し
い
現
状
で
は
、

差
し
当
た
り
の
私
見
を
提
示
し
て
お
く
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と

考
え
、
あ
え
て
評
価
を
試
み
る
。

⑴　

債
務
不
履
行
時
と
す
る
見
解

「
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
に
は
、
被
担
保
債
権
が
債
務
不
履

行
（
履
行
遅
滞
）
に
あ
る
こ
と
（
弁
済
期
を
経
過
し
た
こ
と
）
が

要
件
と
し
て
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
」
が
あ
り
、「
最
高
裁

の
判
例
の
上
で
は
未
解
決
の
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
」
と
さ
れ

る
（
16
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
被
担
保
債
権
が
い
ま
だ
債
務
不
履
行
に

陥
っ
て
い
な
い
状
況
で
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
て
よ
い
か
と

い
っ
た
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
に
区
分
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
四
八



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
一
）

か
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
始
め
（
21
）
、
そ
れ
が
担
保
物
権
法
の
一
般

的
な
体
系
書
・
教
科
書
に
お
い
て
受
容
さ
れ
て
（
22
）
流
布
し
た
と
の
経

緯
を
も
つ
、
比
較
的
新
し
い
立
論
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ

の
区
分
に
基
づ
く
各
類
型
が
、
物
上
代
位
の
法
的
根
拠
の
相
違
（
23
）
を

超
え
て
、
そ
の
解
釈
論
上
、
債
務
不
履
行
要
件
の
要
求
の
ほ
か
に
、

い
か
な
る
具
体
的
相
違
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
（
24
）
、
あ
る
い

は
、
そ
も
そ
も
何
が
代
替
（
代
償
）
的
で
何
が
付
加
（
派
生
）
的

か
で
さ
え
、
論
者
間
に
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
立
論
当
初
、
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
と
し
て

は
賃
料
債
権
に
対
す
る
も
の
だ
け
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
一
部
の
売
却
代
金
債
権
を
も
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
に

含
め
て
説
明
す
る
も
の
が
現
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
か
か
る
区
分
を
行
う
見
解
が
両
類
型
の
決
定
的
相
違
と
し

て
掲
げ
る
、
被
代
位
債
権
が
担
保
権
者
の
「
最
後
の
拠
り
所
と
な

る
か
否
か
（
25
）
」
と
い
う
形
式
面
を
重
視
し
、
目
的
物
上
の
担
保
権
本

体
が
消
滅
す
る
場
合
が
代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
で
あ
り
、
存

続
す
る
場
合
が
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
で
あ
る
と
解
す
る
な

ら
ば
（
26
）
、
追
及
効
の
あ
る
担
保
権
（
抵
当
権
な
ど
）
に
お
け
る
目
的

物
の
売
却
代
金
債
権
に
対
す
る
も
の
は
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代

利
益
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
よ
い
か
が
問
わ

れ
よ
う
（
19
）
。

②　

付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
区
別

つ
い
で
第
二
に
、
前
記
①
の
差
押
え
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
い
わ
ゆ
る
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
に
つ
い
て
は
、
な
お

債
務
不
履
行
（
履
行
遅
滞
）
要
件
を
要
求
し
て
不
履
行
前
の
権
利

行
使
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
こ
に
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
と
は
、
典
型
的
に
は
担
保

目
的
物
の
法
定
果
実
で
あ
る
賃
料
債
権
の
よ
う
に
、
担
保
目
的
物

か
ら
派
生
し
た
増
加
価
値
に
対
す
る
物
上
代
位
を
い
う
。
そ
し
て
、

保
険
金
請
求
権
の
よ
う
に
、
目
的
物
の
価
値
の
滅
失
・
減
少
を
機

縁
と
し
て
、
設
定
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
価
値
に
抵
当
権

の
効
力
を
及
ぼ
す
物
上
代
位
、
い
わ
ゆ
る
代
替
（
代
償
）
的
物
上

代
位
（
20
）
と
は
異
な
り
、
担
保
権
実
行
前
に
お
け
る
設
定
者
の
使
用
収

益
を
確
保
す
る
趣
旨
か
ら
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
後
に
の

み
物
上
代
位
権
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
平
成
一
五
年
改
正

後
に
お
け
る
民
法
三
七
一
条
参
照
）。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
概
念
区
分
は
、
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵

当
権
者
の
物
上
代
位
の
是
非
を
論
ず
る
上
で
、
そ
れ
が
他
の
被
代

位
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
と
比
べ
て
異
質
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

一
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
二
）

合
物
全
体
が
滅
失
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
請
求
権
で
な
い
以
上
、

完
全
な
代
替
で
は
な
い
し
、
当
該
保
険
金
が
目
的
動
産
の
補
充
に

用
い
ら
れ
る
限
り
、
担
保
権
実
行
前
は
設
定
者
の
自
由
処
分
に
委

ね
る
べ
き
請
求
権
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
前
に

お
け
る
権
利
行
使
を
否
定
す
る
た
め
、
こ
れ
を
付
加
（
派
生
）
的

物
上
代
位
に
準
じ
て
扱
う
余
地
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

代
替
（
代
償
）
的
物

上
代
位

付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位

債
務
不
履
行
前

保
全
的
差
押
え

差
押
不
可
？

債
務
不
履
行
後

本
来
的
差
押
え

本
来
的
差
押
え

⑵　

動
産
の
補
充
を
基
準
と
す
る
見
解

例
え
ば
、
譲
渡
担
保
権
者
に
よ
る
目
的
債
権
の
差
押
え
の
前
に

新
た
に
動
産
群
が
集
合
物
に
補
充
さ
れ
た
か
否
か
が
基
準
と
な
る

と
す
る
見
解
（
29
）
や
、「
設
定
者
の
債
務
不
履
行
時
点
で
、
目
的
物
の

滅
失
に
対
し
て
設
定
者
が
目
的
物
の
補
填
・
補
充
義
務
を
怠
り

（
あ
る
い
は
こ
の
義
務
を
尽
く
し
て
も
）、
目
的
物
が
存
在
し
な
い

位
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
27
）
。

こ
れ
を
本
件
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
流
動
動
産
を

構
成
す
る
個
別
動
産
の
売
却
代
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
付

加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
設
定
者
の
権
限
あ
る
売
却
に
よ
っ

て
目
的
動
産
が
譲
渡
さ
れ
る
と
、
譲
渡
担
保
権
の
効
力
は
当
該
動

産
上
に
及
ば
な
く
な
る
が
、
当
該
動
産
を
構
成
要
素
と
す
る
集
合

物
上
の
譲
渡
担
保
権
は
な
お
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当

該
売
却
に
よ
る
代
金
債
権
が
譲
渡
担
保
権
者
の
「
最
後
の
拠
り

所
」
と
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
担
保
権
実
行
前
に
お
け
る
設
定
者
の
使
用
収
益
を
確
保

す
る
と
い
う
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
の
実
質
面
に
着
目
し
て

も
、
当
該
売
却
代
金
債
権
は
流
動
動
産
を
用
い
た
事
業
の
収
益
で

あ
り
、
こ
の
点
で
は
不
動
産
事
業
の
収
益
で
あ
る
賃
料
債
権
に
等

し
い
も
の
と
評
価
で
き
る
以
上
（
28
）
、
こ
れ
を
付
加
（
派
生
）
的
物
上

代
位
に
属
す
る
も
の
と
み
て
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
前
に

お
け
る
権
利
行
使
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
被
代
位
債
権
で
あ
る
保
険
金
（
共
済

金
）
請
求
権
は
、
本
来
、
代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
の
典
型
的

な
対
象
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
、
集

一
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
三
）

必
要
性
は
乏
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
見
解
は
、
債
務
不
履
行
の

み
に
よ
っ
て
は
物
上
代
位
権
を
な
お
も
行
使
で
き
な
い
と
す
る
見

解
に
立
ち
、
か
つ
、
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
に
対
す
る
制
裁
的

意
義
を
強
調
し
て
、
同
義
務
の
実
効
性
を
確
保
す
る
見
地
に
立
つ

と
い
う
稀
な
前
提
の
下
で
の
み
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

②　

保
険
金
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点

こ
れ
に
対
し
、
保
険
金
請
求
権
の
よ
う
な
代
償
的
価
値
へ
の
物

上
代
位
に
特
化
し
た
論
拠
と
し
て
、
保
険
金
（
な
い
し
は
代
償

金
）
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点
か
ら
の
基
礎
付
け
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
流
動
動
産
譲
渡
担

保
の
場
面
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
お
よ
そ
担
保
権
侵
害
に
基
づ

く
損
害
賠
償
や
保
険
金
の
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
の
可
否
を

論
ず
る
上
で
、
保
険
金
等
を
用
い
た
損
害
の
現
実
的
填
補
を
確
保

す
べ
き
と
の
見
解
に
連
な
る
（
34
）
。

も
っ
と
も
、
設
定
者
が
受
領
し
た
保
険
金
の
使
途
を
直
接
拘
束

す
る
こ
と
が
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
の
視
点
を
重
視

す
る
こ
と
は
、
保
険
金
請
求
権
上
の
物
上
代
位
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
見
解
に
達
す
る
こ
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

補
充
の
懈
怠
に
対
し
て
は
、
前
記
の
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
と

し
て
処
断
す
る
に
と
ど
ま
り
、
独
立
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
把

又
は
残
存
目
的
物
だ
け
で
は
被
担
保
債
権
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
と
き
」
に
物
上
代
位
権
の
行
使
が

認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
（
30
）
、
あ
る
い
は
、
売
却
と
補
充
の
ど
ち
ら

か
の
要
素
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
物
上
代
位
権
の
行
使
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
見
解
（
31
）
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
動
産
の
補
充
を
物
上
代
位
権
の
行
使
基
準
に
据
え

る
見
解
の
論
拠
は
、
以
下
の
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

①　

担
保
価
値
維
持
義
務
の
視
点

ま
ず
、
設
定
者
が
負
う
べ
き
目
的
物
補
充
義
務
（
32
）
、
な
い
し
よ
り

一
般
的
に
は
、
担
保
価
値
維
持
義
務
（
33
）
の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
担
保
価
値
維
持
義
務
違
反
か
ら
は
、
期
限
の
利
益
喪
失

（
民
法
一
三
七
条
二
号
）
が
帰
結
さ
れ
る
ほ
か
、
増
担
保
請
求
や

損
害
賠
償
請
求
の
可
能
性
が
一
般
に
挙
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ

ら
に
加
え
て
、
物
上
代
位
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
も
機
能
す
る

と
の
視
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
期
限
の
利
益
喪
失
に
伴
う
付
遅
滞
効
に
よ
り
、
債
務

不
履
行
を
理
由
に
し
た
担
保
権
実
行
と
し
て
の
物
上
代
位
権
行
使

が
可
能
に
な
る
と
す
る
前
記
⑴
の
見
解
を
前
提
と
す
る
限
り
、
担

保
価
値
維
持
義
務
違
反
を
独
立
の
権
利
行
使
要
件
と
し
て
捉
え
る

一
五
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局
面
で
議
論
が
続
い
て
い
る
段
階
に
あ
る
（
37
）
」
と
さ
れ
る
。

例
え
ば
、「
集
合
物
を
目
的
と
す
る
一
個
の
譲
渡
担
保
権
と
い

う
状
態
か
ら
、
構
成
個
別
物
を
目
的
と
す
る
特
定
動
産
譲
渡
担
保

権
の
集
積
に
変
化
す
る
こ
と
」
を
、
最
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る

理
解
と
し
て
、
狭
義
の
「
固
定
化
」
と
称
す
る
（
38
）
一
方
で
、「『
固
定

化
』
と
は
、
①
そ
れ
に
よ
っ
て
集
合
動
産
の
構
成
要
素
の
流
動
性

が
停
止
し
（
流
動
停
止
効
）、
②
そ
の
時
点
に
お
い
て
保
管
場
所

の
所
在
地
に
現
実
に
存
在
し
た
動
産
だ
け
が
譲
渡
担
保
権
の
目
的

と
な
る
こ
と
に
確
定
し
（
目
的
動
産
確
定
効
）、
そ
の
結
果
、
③

確
定
さ
れ
た
目
的
動
産
に
つ
い
て
設
定
者
が
処
分
権
限
を
喪
失
し
、

担
保
権
者
の
同
意
な
く
し
て
は
処
分
が
許
さ
れ
な
く
な
り
（
処
分

禁
止
効
）、
か
つ
④
固
定
化
後
に
保
管
場
所
の
所
在
地
に
搬
入
さ

れ
た
動
産
は
譲
渡
担
保
権
の
目
的
と
な
ら
な
く
な
る
こ
と
（
事
後

非
担
保
効
）
を
い
う
（
39
）
」
と
し
て
、
概
念
を
広
く
捉
え
る
見
解
も
あ

る
（
広
義
の
「
固
定
化
」）。

し
か
し
、
前
記
の
う
ち
、
狭
義
の
「
固
定
化
」
は
、
流
動
動
産

譲
渡
担
保
権
を
、
集
合
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
価
値
枠
」
支
配

の
限
定
的
浮
動
担
保
権
と
解
す
る
価
値
枠
説
（
40
）
や
、
譲
渡
担
保
の
目

的
物
は
集
合
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
動
産
は
譲
渡
担
保
の

直
接
の
目
的
で
は
な
い
と
す
る
集
合
物
論
貫
徹
説
（
41
）
、「
特
定
範
囲

握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶　

目
的
動
産
の
固
定
化
時
と
す
る
見
解

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
本
体
の
実
行
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
と
同
様
に
、
物
上
代
位
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
、
目
的
動
産

の
固
定
化
（
35
）
が
基
準
時
と
な
る
と
の
見
解
が
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
固
定
化
を
物
上
代
位
権
行
使
の
判
断
要
素
と
し
て

用
い
て
い
る
原
決
定
と
は
異
な
り
、
本
決
定
は
、
固
定
化
概
念
に

一
切
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
概
念
に
対
し
て
は
、
有
力
な
不
要
論
（
36
）

が
存
在
す
る
ほ
か
、
本
件
が
、
目
的
動
産
本
体
と
は
別
個
独
立
の

客
体
で
あ
る
保
険
金
請
求
権
へ
の
物
上
代
位
権
行
使
を
問
題
に
し

て
い
る
点
に
鑑
み
、
最
高
裁
と
し
て
は
、
あ
え
て
こ
の
問
題
を
等

閑
視
し
、
依
然
と
し
て
解
釈
に
委
ね
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
評
釈
で
は
、
固
定
化
の
意
義
に
つ
い
て
、
あ
え
て

管
見
を
提
示
し
て
み
た
い
。

①　
「
固
定
化
」
概
念
と
そ
の
要
否

そ
も
そ
も
「
固
定
化
」
に
つ
い
て
は
、「
い
ま
だ
概
念
定
義
が

確
立
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
ど
の
段
階
で
固
定
し
、
ど

の
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
企
業
再
建
の

一
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
五
）

益
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
か
つ
て
債
権
と
担
保
目
的
物
が
一
対

一
に
対
応
し
て
い
た
の
に
対
し
、
根
抵
当
な
ど
で
は
、
一
定
の
担

保
枠
を
想
定
し
、
そ
の
被
担
保
債
権
が
新
陳
代
謝
す
る
（
↓
被
担

保
債
権
の
方
が
流
動
す
る
）
と
考
え
た
が
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保

で
は
、（
極
度
額
の
よ
う
な
固
定
的
上
限
を
持
た
な
い
も
の
の
）

一
定
の
範
囲
内
で
新
陳
代
謝
す
る
の
が
担
保
目
的
物
と
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
（
↓
担
保
目
的
物
の
方
が
流
動
す
る
（
49
）
）」
な
ど
と

説
か
れ
る
よ
う
に
、
被
担
保
債
権
が
流
動
す
る
根
担
保
と
担
保
目

的
物
が
流
動
す
る
流
動
動
産
譲
渡
担
保
と
は
、「
似
た
面
」
を
も

つ
も
の
と
し
て
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
流
動
性
の
停
止
を
意
味
す
る
「
元
本
確
定
」
と
「
固
定

化
」
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
義
が
存
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
50
）
。

そ
こ
で
ま
ず
、
典
型
的
な
根
抵
当
に
お
け
る
「
元
本
確
定
」
制

度
の
存
在
意
義
（
51
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
こ
れ
に
は
、
①
優
先
弁

済
額
を
前
も
っ
て
確
定
し
て
配
当
期
日
に
お
け
る
計
算
を
可
能
に

す
る
た
め
に
、
抵
当
不
動
産
の
換
価
手
続
が
開
始
し
た
場
合
に
元

本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
技
術
的
意
義
（
52
）
、
②
担
保
の
余
剰
価
値
を

活
用
さ
せ
る
た
め
に
、
被
担
保
債
権
額
が
極
度
額
を
下
回
る
場
合

に
元
本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
公
益
的
意
義
（
53
）
、
及
び
、
③
設
定
者

責
任
財
産
上
の
包
括
担
保
」
説
（
42
）
の
よ
う
な
見
解
に
立
っ
た
場
合
に

意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
集
合
物
論
と
し
て
の
二
重
帰

属
構
成
（
43
）
や
い
わ
ゆ
る
分
析
論
（
44
）
に
立
っ
た
場
合
に
は
不
要
と
な
る
（
45
）
。

本
決
定
が
二
重
帰
属
構
成
を
採
っ
た
と
の
理
解
（
46
）
に
立
つ
限
り
、
こ

の
意
味
に
お
け
る
固
定
化
概
念
を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然

と
も
い
え
よ
う
。

そ
の
上
で
、「
固
定
化
」
概
念
不
要
論
の
中
に
は
、「
集
合
動
産

の
流
動
性
は
、
設
定
者
に
対
す
る
処
分
授
権
の
反
映
」
で
あ
る
と

し
て
こ
の
点
を
重
視
す
る
も
の
（
流
動
性
の
喪
失
論
（
47
）
）
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
立
場
で
は
、
前
記
③
に
い
う
処
分
禁
止
効
を
認
め
れ
ば

前
記
①
②
の
効
果
も
得
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
で
十
分
と
解
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
で
、
前
記
④
に
い
う
事
後
非

担
保
効
は
当
然
に
帰
結
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
広
義
の
「
固
定

化
」
概
念
と
の
関
係
で
は
な
お
差
異
が
存
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と

と
な
る
（
48
）
。

②　
「
元
本
確
定
」
概
念
と
の
対
比

つ
ぎ
に
、「
固
定
化
」
概
念
の
意
義
を
考
察
す
る
上
で
、
根
抵

当
や
根
保
証
な
ど
の
根
担
保
に
み
ら
れ
る
「
元
本
確
定
」
概
念

（
民
法
三
九
八
条
の
六
、
三
九
八
条
の
一
九
、
三
九
八
条
の
二
〇
、

四
六
五
条
の
三
、
四
六
五
条
の
四
な
ど
）
を
参
照
す
る
こ
と
が
有

一
五
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権
）
は
、
譲
渡
担
保
権
の
本
来
の
客
体
で
あ
る
流
動
動
産
と
は
異

な
る
客
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
流
動
性
が
備
わ
っ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
固
定
化
す
べ
き
流
動
動
産
の
外
側
の
問
題

で
あ
る
か
ら
、
仮
に
当
該
流
動
動
産
に
つ
き
固
定
化
が
生
じ
た
と

し
て
も
、
被
代
位
債
権
そ
の
も
の
は
固
定
化
の
対
象
で
は
な
く
、

流
動
動
産
の
固
定
化
が
被
代
位
債
権
を
対
象
と
す
る
物
上
代
位
権

の
行
使
要
件
の
問
題
に
直
結
す
る
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
前
述
の
理
解
の
下
で
は
、
仮
に
被
代
位
債
権
が
固
定
化

の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
担
保
権
の
実
行
そ
の
も
の
が
固
定

化
事
由
と
な
る
た
め
（
60
）
、
物
上
代
位
権
の
行
使
要
件
と
し
て
別
途
、

固
定
化
が
必
要
と
な
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
他
方
で
、
権
利
行
使
要
件
の
問
題
か
ら
離
れ
る
な

ら
ば
、
物
上
代
位
権
の
行
使
が
逆
に
、
流
動
動
産
本
体
の
固
定
化

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
は
な
お
問
題
と
な
り
得
る
。

こ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
の
場

合
に
顕
著
と
な
ろ
う
。
事
業
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
一
体
的
に
担

保
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
61
）
に
お
い
て
は
、
か
か
る
循

環
を
断
ち
切
る
べ
き
で
な
い
と
の
考
え
か
ら
、
在
庫
商
品
を
対
象

と
す
る
流
動
動
産
譲
渡
担
保
と
在
庫
商
品
の
売
却
代
金
債
権
を
対

象
と
す
る
流
動
債
権
譲
渡
担
保
（
な
い
し
は
物
上
代
位
）
と
を
統

の
責
任
限
度
を
早
期
に
確
定
さ
せ
、
あ
る
い
は
担
保
権
者
に
よ
る

担
保
権
を
伴
う
被
担
保
債
権
の
処
分
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
設

定
当
事
者
の
意
思
表
示
に
基
づ
い
て
元
本
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う

私
益
的
意
義
が
あ
る
も
の
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
54
）
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
意
義
を
「
固
定
化
」
事
由
の
た
め
に
応

用
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
二
点
に
お
い
て
異
な
る
対
応
が
必

要
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
前
記
①
の
技
術
的
意
義
は
、
私
的
実
行

手
続
を
基
本
と
す
る
譲
渡
担
保
権
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
と

の
点
で
あ
り
、
第
二
に
、「
固
定
化
」
事
由
が
い
ま
だ
法
定
さ
れ

て
い
な
い
以
上
、
前
記
②
の
よ
う
な
公
益
的
意
義
を
も
つ
「
固
定

化
」
事
由
を
解
釈
論
と
し
て
導
く
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
点
（
55
）
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
固
定
化
」
事
由
と
し
て
は
、
設
定
当
事
者
の

意
思
表
示
（
合
意
又
は
一
方
的
意
思
表
示
（
56
）
）
に
基
づ
く
私
益
的
意

義
の
も
の
（
57
）
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
（
58
）
、
そ
の
他
は
、
流
動
動
産

譲
渡
担
保
権
の
実
行
プ
ロ
セ
ス
の
過
程
に
お
い
て
「
固
定
化
」
を

生
ず
る
と
捉
え
れ
ば
足
り
る
と
い
え
よ
う
（
59
）
。

③　

物
上
代
位
権
行
使
と
の
関
係

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
被
代
位
債
権
（
保
険
金
請
求

一
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
七
）

⑷ 　

目
的
動
産
に
対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
と

す
る
見
解

本
件
に
つ
き
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と
の

権
利
行
使
関
係
と
し
て
、
両
権
利
の
択
一
的
行
使
で
は
な
く
（
双

方
的
行
使
）、
両
権
利
の
同
時
的
行
使
で
も
な
く
（
異
時
的
行
使
）、

か
つ
、
両
権
利
間
に
補
充
関
係
を
認
め
る
立
場
（
い
わ
ば
双
方
的

異
時
的
補
充
的
行
使
説
）
を
採
っ
た
場
合
に
は
、
目
的
物
本
体
に

対
し
て
譲
渡
担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
な
い
限
り
、
物
上
代
位
権
を

行
使
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
物
上
代
位
権
の
行

使
可
能
時
は
、
目
的
物
（
本
件
で
は
目
的
動
産
）
に
対
し
て
譲
渡

担
保
権
の
実
行
が
さ
れ
た
時
で
あ
る
と
の
見
解
に
達
す
る
余
地
が

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
権
利
の
行
使
関
係
と
し
て
は
、
理
論
的
に
は
、

①
択
一
的
行
使
か
双
方
的
行
使
か
の
選
択
肢
が
あ
る
ほ
か
、
後
者

（
双
方
的
行
使
）
の
場
合
（
64
）
に
は
、
②
同
時
的
行
使
か
異
時
的
行
使

か
の
選
択
肢
が
あ
り
、
更
に
後
者
の
場
合
に
は
、
③
補
充
的
行
使

か
等
価
的
行
使
か
の
選
択
肢
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
権
利
間

に
補
充
関
係
を
認
め
、
目
的
物
本
体
の
担
保
権
（
主
た
る
権
利
）

が
行
使
さ
れ
て
も
な
お
被
担
保
債
権
に
残
額
が
あ
る
場
合
に
は
じ

め
て
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）
の
行
使
が
可
能
と
な
る
と
す

一
的
に
理
解
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
（
62
）
結
果
、
売
却
代
金
債
権
へ
の

物
上
代
位
は
、
事
業
の
循
環
を
切
断
す
る
と
の
点
に
お
い
て
、
在

庫
商
品
に
対
す
る
担
保
権
実
行
と
同
視
で
き
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
（
63
）
。そ

し
て
、
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
保
険
金
が
在
庫

商
品
の
補
充
に
用
い
ら
れ
て
事
業
の
循
環
が
継
続
す
る
可
能
性
が

あ
る
限
り
に
お
い
て
売
却
代
金
債
権
に
準
じ
て
扱
い
、
保
険
金
請

求
へ
の
物
上
代
位
は
、
在
庫
商
品
全
体
の
固
定
化
を
も
た
ら
す
も

の
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
処
理
を
超
え
て
、
本
決
定
の
よ
う
に
、

設
定
者
が
営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
に
物
上
代
位
権
の
行
使
を

許
さ
な
い
と
す
る
必
要
ま
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

物
上
代
位
権
の
行
使
が
流
動
動
産
（
在
庫
商
品
）
の
固
定
化
を
も

も
た
ら
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、
一
部
財
産
へ
の
担
保
権
実
行

を
無
意
味
化
し
、
全
体
財
産
へ
の
担
保
権
実
行
に
向
け
た
決
断
を

担
保
権
者
に
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
抑
止
効
果
を
作
用
さ

せ
た
方
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

一
五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
二
八
）

目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と
の
権
利
行
使
関
係

　

択
一
的
行
使　
　
　

任
意
的
選
択　
　
　

主
従
的
選
択

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
価
的
選
択

　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
律
的
選
択

　

双
方
的
行
使　
　
　

同
時
的
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　

異
時
的
行
使　
　
　

補
充
的
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

等
価
的
行
使

⑸　

小　

括

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
債
務
不
履
行
（
履
行
遅
滞
）
要
件
の
み
が
課
さ
れ
る

に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
66
）
。「
営
業
の
継
続
」
が
な

く
な
る
こ
と
（
な
い
し
は
「
営
業
の
廃
止
」）
は
目
的
動
産
の
流

動
性
を
事
実
上
停
止
さ
せ
る
に
す
ぎ
ず
（
い
わ
ば
事
実
上
の
固
定

化
）、
法
的
な
固
定
化
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
っ
た
ん
物
上
代
位
権
を
行
使
し
た
以
上
は
、
原
則
と

し
て
、
流
動
動
産
本
体
に
も
固
定
化
（
広
義
）
の
効
力
が
生
ず
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
本
決
定
を
前
提
と
し
た
場
合
に
は
、「
通
常
の

る
か
（
補
充
的
行
使
）、
そ
れ
と
も
か
か
る
関
係
を
認
め
ず
、
い

ず
れ
の
権
利
を
先
に
行
使
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
す
る
か
（
等
価

的
行
使
）
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
件
で
は
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位

権
双
方
に
対
す
る
異
時
的
な
権
利
行
使
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

本
件
目
的
動
産
で
あ
る
養
殖
魚
の
一
部
死
滅
に
よ
り
発
生
し
た
保

険
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
権
が
、
死
滅
を
免
れ
た
残
部
の

養
殖
魚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
流
動
動
産
本
体
上
の
譲
渡
担
保
権

と
な
お
も
併
存
し
て
い
る
と
の
流
動
動
産
特
有
の
事
情
か
ら
正
当

化
で
き
る
。

ま
た
、
本
件
で
は
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
を
先
に
実
行
し
、

そ
の
後
、
物
上
代
位
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
補

充
的
行
使
・
等
価
的
行
使
の
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
物
上
代
位
権
行

使
が
可
能
な
事
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
選
択
は
、
物
上
代
位
の
補
充

性
を
重
視
す
べ
き
か
否
か
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
い
え
る
が
、
債

権
を
対
象
と
す
る
物
上
代
位
権
行
使
の
方
が
一
般
に
手
続
が
容
易

で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
動
産
本
体
へ
の
実
行
を

強
要
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
等
価
的
行
使

と
捉
え
、
目
的
動
産
本
体
上
の
譲
渡
担
保
権
の
実
行
は
、
物
上
代

位
権
行
使
の
要
件
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
65
）
。
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
二
九
）

た
限
度
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
（
68
）
。

し
た
が
っ
て
、
本
決
定
の
評
釈
の
中
に
は
、
合
意
の
有
効
性
を

限
定
的
に
解
す
べ
き
と
す
る
立
場
が
多
く
み
ら
れ
る
も
の
の
（
69
）
、
そ

の
よ
う
に
解
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
本
決
定

が
こ
の
よ
う
な
合
意
を
許
容
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
営
業
の
継
続

中
も
合
意
次
第
で
債
務
不
履
行
以
外
の
要
件
を
課
さ
な
い
物
上
代

位
権
行
使
の
無
制
限
的
運
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
は

ず
で
あ
る
。

⑵　

本
評
釈
の
立
場
を
超
え
て

な
お
、
理
論
的
に
は
、
本
決
定
が
明
示
す
る
物
上
代
位
権
の
行

使
時
期
に
関
す
る
合
意
を
超
え
て
、
被
代
位
債
権
の
範
囲
に
関
す

る
合
意
な
ど
、
物
上
代
位
に
関
し
て
ど
こ
ま
で
の
合
意
が
許
容
さ

れ
る
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
民
法
三
〇
四
条
を
中
心
と
す
る
物
上
代

位
規
定
が
、
物
権
法
定
主
義
（
民
法
一
七
五
条
）
の
下
に
あ
り
な

が
ら
も
（
70
）
、
完
全
な
強
行
規
定
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
抵
当
権
の
効
力
範
囲
に
関
す
る
民
法
三
七
〇

条
た
だ
し
書
の
よ
う
な
「
別
段
の
定
め
」
を
登
記
す
る
方
法
が
な

く
、
手
続
法
上
、
被
代
位
債
権
の
範
囲
に
関
す
る
特
約
の
存
在
を

営
業
を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
、
設
定
者
が
債
務
不

履
行
に
陥
っ
て
い
る
場
合
に
は
、「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
も
の

と
解
し
て
、
物
上
代
位
権
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
こ
と
と
な
る
（
67
）
。

3 　
〝
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

合
意
〞
の
評
価

こ
こ
で
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
通
常
の
営
業
を
継
続
し
て

い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
損
害
保
険
金
に
係
る
請
求
権
に
対
し
て

物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
「
特
段
の
事
情
」
と

し
て
、
本
決
定
が
唯
一
例
示
す
る
、〝
損
害
保
険
金
に
係
る
請
求

権
に
対
し
て
直
ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨

の
合
意
〞
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

⑴　

本
評
釈
の
立
場
の
中
で

こ
の
点
ま
ず
、
債
務
不
履
行
要
件
の
み
を
満
た
せ
ば
物
上
代
位

権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
本
評
釈
の
立
場
に
従
う
限
り
、
当
該
合

意
が
機
能
す
る
場
面
は
、
保
険
金
請
求
権
が
付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位
に
準
じ
て
扱
わ
れ
た
結
果
、
債
務
不
履
行
前
の
物
上
代
位

権
行
使
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
な
お
、
保
全
的
意
義
を

も
つ
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
え
を
可
能
に
す
る
と
い
っ

一
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
〇
）

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
評
釈
の
立
場
か
ら
は
、
保
険
金
請
求
権
に
お
け
る

の
と
同
様
に
、
目
的
動
産
の
流
動
中
も
売
却
代
金
債
権
に
対
し
て

譲
渡
担
保
権
の
効
力
が
及
ぶ
と
解
し
た
上
で
、
同
債
権
に
対
す
る

物
上
代
位
権
の
行
使
は
、
被
担
保
債
権
の
債
務
不
履
行
時
点
か
ら

認
め
る
と
す
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
74
）
。
効
力
範
囲
の
問
題
と

権
利
行
使
要
件
の
問
題
と
を
区
別
す
る
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
は
、

売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
に
応
用
し
て
何
ら
問
題
が
な
い
は

ず
で
あ
る
。

ま
た
、
い
ま
だ
試
論
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
不
動
産
担
保
権

の
法
的
実
行
方
法
が
平
成
一
五
年
改
正
以
降
、
担
保
不
動
産
競
売

と
担
保
不
動
産
収
益
執
行
、
更
に
は
簡
易
化
さ
れ
た
収
益
執
行
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
と
に
複
線
化
し
て
い

る
よ
う
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
つ
い
て
も
、
競
売
に
相
当

す
る
目
的
動
産
本
体
へ
の
私
的
実
行
の
ほ
か
に
、
少
な
く
と
も
簡

易
化
さ
れ
た
収
益
執
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
売
却
代
金
債

権
へ
の
物
上
代
位
の
仕
組
み
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
の
見
方
も

ま
た
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

考
慮
す
る
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
少

な
く
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
、
民
法
三
〇
四
条
は
強
行
法
規
で
あ

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
条
を
超
え
る
範
囲
の
債

権
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
将
来
債
権
譲
渡
担
保
な
い
し
は
将
来

債
権
質
の
仕
組
み
を
用
い
て
担
保
化
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
71
）
。

そ
の
た
め
、
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
な
い
し
は
債
権
質
と

が
場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ

ら
の
利
害
得
失
を
明
ら
か
に
し
（
72
）
、
更
に
は
よ
り
積
極
的
な
規
範
調

整
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
（
73
）
。

三　

結　

語　

│　

残
さ
れ
た
課
題

最
後
に
、
以
上
で
既
に
指
摘
し
た
以
外
で
、
本
決
定
後
に
な
お

残
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
の

付
言
を
行
う
こ
と
で
結
び
に
代
え
た
い
。

1 　

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物

上
代
位

多
く
の
評
釈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
喫
緊
の
課
題
は
、
本
決
定

が
明
ら
か
に
射
程
外
に
お
い
た
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位
を

一
五
八



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
一
）

れ
よ
う
。

こ
の
点
は
、
前
記
2
の
問
題
の
解
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、

あ
え
て
判
示
を
避
け
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

か
の
典
型
担
保
物
権
と
同
視
し
、
既
存
の
型
に
は
め
込
ん
で
し
ま

う
こ
と
で
、
譲
渡
担
保
法
理
に
お
け
る
独
自
の
展
開
を
妨
げ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
憂
慮
も
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
も
ま
た
、
譲
渡
担
保
判
例
に
多
く
み
ら
れ
る
最
高
裁
の

慎
重
な
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
）　

決
定
文
上
、
養
殖
魚
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
件
抗

告
理
由
に
よ
れ
ば
、〝
ブ
リ
〞
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）　

構
成
裁
判
官
は
、
宮
川
光
治
（
裁
判
長
）、
櫻
井
龍
子
、
金
築

誠
志
、
横
田
尤
孝
、
及
び
、
白
木
勇
で
あ
る
。

（
3
）　

若
林
茂
雄
＝
田
子
真
也
＝
栗
原
さ
や
か
＝
泉
篤
志
＝
臼
井
幸

治
＝
丸
山
真
司
・
商
事
法
務
一
九
二
四
号
五
六
頁
（
二
〇
一
一
年

二
月
）、
池
田
雅
則
①
・
筑
波
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
号
二
〇
九
頁

（
同
年
三
月
）、
小
山
泰
史
①
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
五
〇
号
二
五
頁
（
同
年

四
月
）、
印
藤
弘
二
・
金
法
一
九
二
一
号
四
頁
（
同
年
五
月
）、
田

村
耕
一
・
広
島
法
学
三
五
巻
一
号
七
七
頁
、
遠
藤
元
一
・
銀
法

七
三
一
号
一
二
頁
（
以
上
は
同
年
六
月
）、
河
上
正
二
・
法
セ
六
七
七

号
八
〇
〔
八
七
〕
頁
、
六
七
九
号
八
二
〔
八
九
〕
頁
（
同
年
五
・

七
月
）、
粟
田
口
太
郎
・
事
業
再
生
と
債
権
管
理
一
三
三
号
一
三
頁

2　

競
合
す
る
債
権
者
と
の
優
先
関
係

か
つ
て
、
目
的
動
産
本
体
の
譲
渡
担
保
権
が
、
動
産
売
買
先
取

特
権
や
留
保
所
有
権
な
ど
、
他
の
債
権
者
が
有
す
る
担
保
権
と
競

合
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
優
先
関
係
が
激
し
く
争
わ
れ
た
よ

う
に
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
権
を
め
ぐ
っ

て
も
、
他
の
債
権
者
と
の
競
合
問
題
が
生
じ
得
る
。

こ
の
点
は
、
他
の
評
釈
（
75
）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
動
産
先
取
特
権

に
基
づ
く
物
上
代
位
の
判
例
（
76
）
に
準
じ
て
「
差
押
え
」
時
を
基
準
に

優
劣
を
決
す
る
の
を
基
本
と
す
る
ま
で
は
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、

流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
が
動
産
譲
渡
登
記
に
よ
っ
て
公
示
さ
れ
た

場
合
に
、
抵
当
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
の
判
例
（
77
）
に
準
じ
て
「
譲
渡

登
記
」
時
を
基
準
に
優
劣
を
決
し
て
よ
い
か
は
、
な
お
問
題
と
し

て
残
さ
れ
よ
う
。

3　

物
上
代
位
規
定
の
類
推
適
用
の
要
否

本
決
定
が
、
事
例
判
断
で
あ
る
前
掲
最
高
裁
平
成
一
一
年
決
定

と
は
異
な
り
、
一
般
法
理
の
形
で
流
動
動
産
譲
渡
担
保
に
基
づ
く

物
上
代
位
を
肯
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
何
条
の
類
推

適
用
に
基
づ
く
も
の
か
を
明
示
し
な
か
っ
た
点
（
民
法
三
〇
四
条

か
同
三
七
二
条
か
、
あ
る
い
は
同
三
五
一
条
か
）
の
評
価
も
問
わ

一
五
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
二
）

で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
4
）　

最
二
小
決
平
成
一
一
年
五
月
一
七
日
民
集
五
三
巻
五
号
八
六
三

頁
（
5
）　

本
決
定
に
い
う
「
構
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
動
産
を
目
的

と
す
る
集
合
物
譲
渡
担
保
権
」
を
本
評
釈
で
は
、
流
動
動
産
譲
渡

担
保
権
と
呼
ん
で
い
る
。
集
合
動
産
譲
渡
担
保
権
と
の
表
現
で
は
、

構
成
部
分
が
変
動
す
る
と
の
要
素
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
理
解

さ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
6
）　

粟
田
口
・
一
五
頁
、
片
山
・
三
一
頁
、
松
本
・
一
四
五
頁
参

照
。
こ
れ
に
対
し
、
門
口
・
四
八
頁
は
、
物
上
代
位
（
の
発
生
）

と
物
上
代
位
権
の
行
使
の
意
義
は
、
そ
の
内
容
ま
た
は
効
果
を
表

し
た
も
の
で
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
両
者
の
区
別
を
認

め
な
い
。

（
7
）　

肯
定
説
が
通
説
と
も
い
え
る
中
で
、
加
瀬
・
五
六
頁
は
、
損

害
保
険
金
請
求
権
に
対
す
る
物
上
代
位
を
一
般
に
否
定
す
る
見
解

を
採
る
。

（
8
）　

判
時
二
一
〇
二
号
九
頁
、
判
タ
一
三
三
九
号
五
三
頁
、
金
判

一
三
六
二
号
二
六
頁
、
及
び
、
金
法
一
九
一
七
号
一
〇
四
頁

（
9
）　

更
に
、
相
手
方
が
立
証
責
任
を
負
う
抗
弁
事
由
と
し
て
、「
直

ち
に
物
上
代
位
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
合
意
さ
れ
て

い
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
」
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、
な
お
抗
告
は
棄

却
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
10
）　

森
田
修
・
六
〇
頁
は
、「
通
常
の
営
業
の
継
続
」
が
な
く
な
る

こ
と
を
権
利
行
使
の
積
極
的
要
件
と
し
て
捉
え
る
。

（
同
年
七
月
）、
今
尾
真
①
・
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
九
一
号

一
五
七
頁
、
山
本
哲
生
・
損
害
保
険
研
究
七
三
巻
二
号
二
〇
一
頁
、

田
髙
寛
貴
・
金
判
一
三
七
二
号
二
頁
（
以
上
は
同
年
八
月
）、
澤
重

信
・
銀
法
七
三
五
号
四
四
頁
、
片
山
直
也
・
金
法
一
九
二
九
号
二
九

頁
、
門
口
正
人
・
金
法
一
九
三
〇
号
四
六
頁
（
以
上
は
同
年
九
月
）、

森
田
修
・
同
号
五
四
頁
、
小
山
泰
史
②
・
判
時
二
一
二
〇
号
一
六
二

頁
、
今
尾
真
②
・
月
刊
登
記
情
報
五
一
巻
一
〇
号
一
〇
八
頁
、
古

積
健
三
郎
①
・
民
商
一
四
五
巻
一
号
五
二
頁
、
古
積
健
三
郎
②
・

速
判
解
九
号
八
三
頁
、
松
本
恒
雄
・
現
代
民
事
判
例
研
究
会
編
『
民

事
判
例
Ⅲ
二
〇
一
一
年
前
期
』
一
四
四
頁
（
以
上
は
同
年
一
〇
月
）、

堀
竹
学
・
社
会
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
九
巻
一
号
三
七
頁
（
同
年
一
一
月
）、

庄
菊
博
＝
杉
江
隆
司
・
専
修
法
学
論
集
一
一
三
号
一
四
九
頁
、
道
垣

内
弘
人
・
法
協
一
二
八
巻
一
二
号
三
二
三
九
〔
三
二
四
三
〕
頁
（
以

上
は
同
年
一
二
月
）、
渡
邊
博
己
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
七
〇
号
五
三
頁
、
古

積
健
三
郎
③
・
リ
マ
ー
ク
ス
四
四
号
二
二
頁
、
直
井
義
典
・
判
例

セ
レ
ク
ト
二
〇
一
一
Ⅰ
一
七
頁
（
以
上
は
二
〇
一
二
年
二
月
）、
谷

本
誠
司
・
銀
法
七
三
〇
号
六
七
頁
、
七
四
二
号
四
三
頁
（
二
〇
一
一

年
五
月
、
二
〇
一
二
年
三
月
）、
中
川
敏
宏
・
法
セ
六
八
六
号
一
二
四

頁
（
同
年
三
月
）、
池
田
雅
則
②
・
平
井
一
雄
先
生
喜
寿
記
念
『
財

産
法
の
新
動
向
』
一
六
三
頁
（
信
山
社
、
同
年
三
月
）、
藤
村
和

夫
・
同
書
一
九
一
頁
、
占
部
洋
之
・
ジ
ュ
リ
一
四
四
〇
号
七
二
頁

（
同
年
四
月
）、
加
瀬
幸
喜
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
五
巻
五
号
五
二
頁

（
同
年
五
月
）、
丸
山
絵
美
子
・
法
教
三
八
四
号
一
二
六
〔
一
二
七
〕

頁
（
同
年
九
月
）。
本
評
釈
で
は
、
こ
れ
ら
の
評
釈
を
随
所
に
略
称

一
六
〇



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
三
）

園
部
厚
『
書
式
債
権
・
そ
の
他
財
産
権
・
動
産
等
執
行
の
実
務

〔
全
訂
一
二
版
〕』
三
一
頁
以
下
（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年

一
月
）
は
、「
債
権
等
執
行
の
場
合
と
異
な
り
、
法
令
で
明
示
的
に

定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
（
債
権
等
執
行
に
つ
い
て
民

執
三
〇
条
一
項
参
照
）、
担
保
権
が
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
て
も

債
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
債
務
が
履
行

遅
滞
に
あ
る
と
き
に
実
行
ま
た
は
行
使
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
と
解
さ
れ
て
お
り
、
実
務
上
も
確
定
し

た
取
扱
い
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
18
）　

被
担
保
債
権
の
履
行
期
到
来
の
前
後
で
物
上
代
位
を
客
体
代

替
的
代
位
と
満
足
的
代
位
と
に
区
分
す
る
、
鳥
山
泰
志
「
抵
当
本

質
論
の
再
考
序
説
（
六
・
完
）」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
五
巻
四
号

六
三
頁
（
二
〇
一
一
年
）
も
、
同
様
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
と

い
え
る
。

（
19
）　

中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
増
補
新
訂
六
版
〕』
六
八
〇
頁

（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
は
、
仮
差
押
え
の
規
定
（
民

事
保
全
法
二
〇
条
以
下
、
四
七
条
以
下
）
を
類
推
適
用
す
べ
き
と

す
る
。

（
20
）　

以
上
に
つ
き
、
松
岡
久
和
「
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限
界

（
一
）
│
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
の
物
上
代
位
の
是
非
」
金
法

一
五
〇
四
号
一
二
頁
（
一
九
九
八
年
一
月
）、
及
び
、
高
木
多
喜
男

『
担
保
物
権
法
〔
第
四
版
〕』
一
三
八
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年

七
月
）
参
照
。

（
21
）　

こ
の
区
分
は
、
特
に
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
改
正
後
は
、

（
11
）　

田
高
・
四
頁
な
ど

（
12
）　

こ
の
点
、
本
決
定
の
判
断
枠
組
み
の
下
で
は
、「
通
常
の
営
業

を
継
続
し
て
い
る
場
合
」
と
「
特
段
の
事
情
」
と
で
立
証
責
任
が

抗
告
当
事
者
双
方
に
分
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
が
、
権
利

行
使
基
準
時
に
関
す
る
見
解
が
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
現
状
に

お
い
て
は
、
そ
の
見
解
次
第
で
物
上
代
位
の
可
否
が
変
わ
り
得
る

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
事
案
に
つ
き
、
物
上
代
位
権
行
使
を
認
め
る
べ

き
「
特
段
の
事
情
」
の
立
証
を
、
拠
っ
て
立
つ
見
解
の
主
張
を
含

め
て
担
保
権
者
で
あ
る
相
手
方
の
負
担
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し

も
不
合
理
と
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
13
）　

池
田
①
・
二
二
四
頁
、
小
山
②
・
一
六
四
頁
、
今
尾
②
・

一
一
九
頁
、
古
積
②
・
八
六
頁
な
ど

（
14
）　

も
ち
ろ
ん
、
今
後
の
議
論
に
お
い
て
、
物
上
代
位
権
の
行
使

基
準
時
が
一
定
の
立
場
に
収
斂
さ
れ
た
な
ら
ば
、
営
業
の
継
続
に

代
え
て
、
そ
の
立
場
に
即
し
た
明
確
な
要
件
設
定
が
あ
ら
た
め
て

行
わ
れ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。

（
15
）　

最
一
小
判
平
成
一
八
年
七
月
二
〇
日
民
集
六
〇
巻
六
号

二
四
九
九
頁

（
16
）　

抵
当
権
に
基
づ
く
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
に
関
す
る
も
の

と
し
て
、
野
山
宏
『
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
〇
年
度
（
上
）』
三
六

〜
三
七
頁
。

（
17
）　

鎌
田
薫
「
賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
者
の
物
上
代
位
」
石

田
喜
久
夫
＝
西
原
道
雄
＝
高
木
多
喜
男
先
生
還
暦
記
念
『
金
融
法

の
課
題
と
展
望
』
七
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
）。

一
六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
四
）

は
い
な
い
。
な
お
、
目
的
物
本
体
上
の
担
保
権
と
物
上
代
位
権
と

の
権
利
行
使
関
係
に
つ
き
、
両
類
型
の
解
釈
論
的
相
違
が
現
れ
る

と
の
点
に
つ
き
、
後
掲
（
64
）
参
照
。

（
25
）　

松
岡
・
前
掲
（
20
）
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限
界
（
一
）

一
二
頁

（
26
）　

豊
澤
佳
弘
『
最
判
解
民
事
篇
平
成
一
一
年
度
（
下
）』
九
六
一

頁
は
、「
目
的
不
動
産
上
の
抵
当
権
が
消
滅
し
、
目
的
物
自
体
の
交

換
価
値
の
直
接
的
把
握
と
い
う
本
体
的
効
力
を
失
う
場
合
に
こ
れ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
代
替
的
物
上
代
位
と
、
目
的

不
動
産
上
の
抵
当
権
が
有
効
に
存
続
し
て
い
る
状
態
で
目
的
物
の

交
換
価
値
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
付
加
的

物
上
代
位
と
に
大
別
さ
れ
る
」
と
説
く
。

（
27
）　

現
に
、
追
及
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
建
物
区
分
所
有
法

七
条
一
項
の
先
取
特
権
に
基
づ
く
売
却
代
金
債
権
へ
の
物
上
代
位

を
、
付
加
的
物
上
代
位
を
認
め
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
も
の
が

み
ら
れ
る
（
本
多
健
司
「
東
京
高
決
平
成
二
二
年
六
月
二
五
日
判

批
」
別
冊
判
タ
三
二
号
二
四
三
頁
（
二
〇
一
一
年
九
月
））。

（
28
）　

極
論
す
れ
ば
、
流
動
動
産
を
構
成
す
る
目
的
動
産
の
売
却
代

金
債
権
は
、
流
動
動
産
（
集
合
物
）
と
の
関
係
で
法
定
果
実
（
民

法
八
八
条
二
項
）
に
あ
た
る
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
点
、
一
般
に
は
、
法
定
果
実
は
「
物
の
使
用
の
対

価
」
で
あ
り
、「
元
物
の
対
価
」
で
あ
る
売
却
代
金
と
区
別
さ
れ
る

と
説
か
れ
る
が
（
我
妻
栄
ほ
か
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

民
法
〔
第
二
版
〕』
一
九
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
六

抵
当
権
の
果
実
へ
の
効
力
に
関
す
る
民
法
三
七
一
条
の
解
釈
論
に

絡
め
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
同
条
が
三
四
一

条
に
お
い
て
先
取
特
権
に
準
用
さ
れ
る
点
、
及
び
、
準
用
の
な
い

動
産
質
権
に
つ
い
て
は
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
が
そ
も
そ
も
考

え
難
い
点
（
道
垣
内
弘
人
『
担
保
物
権
法
〔
第
三
版
〕』
八
七
頁

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）
参
照
）
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
譲
渡

担
保
権
を
射
程
に
含
め
る
見
地
か
ら
も
、
担
保
権
一
般
の
議
論
と

し
て
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

（
22
）　

近
時
の
教
科
書
・
体
系
書
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
区
分
を
採
り
上

げ
る
。

（
23
）　

代
替
（
代
償
）
的
物
上
代
位
は
、
民
法
三
七
二
条
・
三
〇
四

条
を
根
拠
と
し
、
付
加
（
派
生
）
的
物
上
代
位
は
、
平
成
一
五
年

改
正
後
の
民
法
三
七
一
条
を
根
拠
と
す
る
。

（
24
）　

例
え
ば
、
代
替
的
物
上
代
位
で
は
、
担
保
権
の
順
位
を
で
き

る
だ
け
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
付
加
的
物
上
代
位
で
は
、

担
保
目
的
物
本
体
に
よ
っ
て
債
権
回
収
が
十
分
見
込
め
る
こ
と
か

ら
、
担
保
権
の
順
位
を
反
映
さ
せ
る
要
請
は
そ
う
大
き
く
な
い
な

ど
と
説
か
れ
る
（
松
岡
・
前
掲
（
20
）
物
上
代
位
権
の
成
否
と
限

界
（
一
）
一
六
頁
）。
そ
の
た
め
、
前
者
で
は
、
本
体
の
担
保
権
に

つ
い
て
の
対
抗
要
件
具
備
時
（
抵
当
権
設
定
登
記
時
な
ど
）
を
基

準
に
第
三
者
と
の
優
劣
を
決
し
得
た
と
し
て
も
、
後
者
で
は
、
あ

く
ま
で
物
上
代
位
権
行
使
と
し
て
の
差
押
時
を
基
準
に
優
劣
を
決

す
べ
き
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
判
例
は
、

被
代
位
債
権
の
か
か
る
類
型
に
応
じ
た
基
準
時
の
区
別
を
行
っ
て

一
六
二



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
五
）

検
討
│
担
保
権
実
行
の
局
面
か
ら
」
金
融
法
研
究
資
料
編
（
五
）

一
四
六
頁
（
一
九
八
九
年
九
月
）
に
由
来
し
、
こ
れ
が
道
垣
内
弘

人
『
担
保
物
権
法
』
二
九
〇
頁
（
三
省
堂
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
）

に
採
用
さ
れ
（
同
『
担
保
物
権
法
〔
第
三
版
〕』
三
三
九
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
〔
第
四

版
〕』
三
七
三
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
七
月
）
も
参
照
）、
実

務
上
は
再
建
型
倒
産
手
続
の
開
始
申
立
て
又
は
開
始
決
定
に
よ
る

「
固
定
化
」
の
有
無
が
争
わ
れ
る
中
で
必
須
の
概
念
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
36
）　

山
野
目
章
夫
「
流
動
動
産
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
│
限
定
浮

動
担
保
理
論
の
構
築
の
た
め
に
」
法
時
六
五
巻
九
号
二
五
〜
二
六

頁
（
一
九
九
三
年
八
月
）、
森
田
宏
樹
「
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概

念
は
必
要
か
」
金
判
一
二
八
三
号
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
二
月
）、
平

野
裕
之
『
民
法
総
合
3
担
保
物
権
法
〔
第
二
版
〕』
三
〇
四
頁
（
信

山
社
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）

（
37
）　

株
式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
『
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
普
及
・
活
用
に
関

す
る
調
査
研
究
報
告
書
（
経
済
産
業
省
平
成
二
〇
年
度
Ａ
Ｂ
Ｌ
イ

ン
フ
ラ
整
備
調
査
委
託
事
業
）』
一
七
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）

（
38
）　

森
田
修
『
債
権
回
収
法
講
義
〔
第
二
版
〕』
一
六
〇
頁
（
有
斐

閣
、
二
〇
一
一
年
四
月
）

（
39
）　

粟
田
口
太
郎
「
倒
産
手
続
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
権
実
行
の

現
状
と
課
題
│
再
生
手
続
に
お
け
る
集
合
動
産
譲
渡
担
保
権
の
取

扱
い
を
中
心
に
」
金
法
一
九
二
七
号
八
五
頁
（
二
〇
一
一
年
八
月
）

（
40
）　

伊
藤
進
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
理
論
の
再
検
討
」
ジ
ュ
リ

月
））、
集
合
物
概
念
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
売
却
も
ま
た
「
物

の
使
用
」
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
現
に
、
本
決

定
も
、「
目
的
動
産
を
用
い
た
営
業
」
と
判
示
し
て
お
り
、
あ
た
か

も
売
却
を
目
的
動
産
の
使
用
と
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
29
）　

古
積
②
・
八
六
頁

（
30
）　

今
尾
②
・
一
一
九
頁

（
31
）　

池
田
①
・
二
二
四
頁

（
32
）　

本
件
で
は
、
譲
渡
担
保
権
設
定
契
約
中
に
当
該
養
殖
施
設
内

の
養
殖
魚
と
同
価
値
以
上
の
養
殖
魚
を
補
充
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。

（
33
）　

近
時
の
判
例
（
最
判
平
成
一
八
年
一
二
月
二
一
日
民
集
六
〇

巻
一
〇
号
三
九
六
四
頁
）
は
こ
の
義
務
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
概
念
に
つ
き
、
拙
著
「
担
保
価
値
維
持
義
務
に
つ
い
て
」
月

刊
民
事
法
情
報
二
五
〇
号
二
〇
頁
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
参
照
。

（
34
）　

外
国
法
の
扱
い
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
視
点
を
前
面
に

出
す
も
の
と
し
て
、
田
高
寛
貴
「
担
保
権
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
に
関
す
る
一
考
察
│
所
有
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
と
の
調
整

の
見
地
か
ら
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
二
七
号
三
四
一
頁

（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
結
論
的
に
は
、
被

担
保
債
権
の
弁
済
期
前
に
お
け
る
担
保
権
者
の
損
害
賠
償
金
の
受

領
を
原
則
と
し
て
制
限
す
べ
き
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
弁
済
期
と

は
独
立
に
、
当
該
金
銭
を
用
い
た
動
産
補
充
を
確
保
す
る
視
点
か

ら
物
上
代
位
権
の
行
使
を
制
限
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
35
）　
「
固
定
化
」
概
念
は
、
田
原
睦
夫
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
の
再

一
六
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
六
）

権
譲
渡
担
保
と
事
業
再
生
型
倒
産
処
理
手
続
再
考
│
会
社
更
生
手

続
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
曹
時
六
一
巻
九
号
二
七
六
九
頁

（
二
〇
〇
九
年
九
月
）。
中
島
弘
雅
「
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
取
引
と
倒
産
処

理
の
交
錯
│
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
定
着
と
発
展
の
た
め
に
」
金
法
一
九
二
七

号
八
一
頁
（
二
〇
一
一
年
八
月
）
も
同
旨
）。

（
49
）　

河
上
・
法
セ
六
七
九
号
八
五
頁

（
50
）　

現
実
的
に
も
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
が
同
時
に
根
譲
渡
担
保

で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
場
合
に
は
、
物

上
代
位
権
行
使
が
元
本
確
定
事
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
（
民
法
三
九
八
条
の
二
〇
第
一
項
一
号
本
文
）。

（
51
）　

こ
れ
に
対
し
、
平
成
一
六
年
に
立
法
化
さ
れ
た
根
保
証
に
お

け
る
「
元
本
確
定
」
制
度
は
、
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
の
保
証
人

の
予
測
可
能
性
を
確
保
し
た
り
（
元
本
確
定
期
日
に
関
す
る
民
法

四
六
五
条
の
三
）、
根
保
証
契
約
の
締
結
時
に
は
予
想
で
き
な
か
っ

た
著
し
い
事
情
変
更
に
お
い
て
保
証
人
の
責
任
を
制
限
す
る
と

い
っ
た
社
会
的
弱
者
保
護
の
た
め
の
公
益
的
意
義
に
基
づ
く
（
吉

田
徹
＝
筒
井
健
夫
編
著
『
改
正
民
法
の
解
説
〔
保
証
制
度
・
現
代

語
化
〕』
三
四
・
四
五
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
参

照
）。

（
52
）　

鈴
木
禄
弥
『
根
抵
当
法
概
説
〔
第
三
版
〕』
一
一
四
頁
（
新
日

本
法
規
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）

（
53
）　

平
成
一
五
年
改
正
前
民
法
三
九
八
条
ノ
二
〇
第
一
号
は
、「
担

保
ス
ベ
キ
元
本
ノ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト
ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
」
を
元
本
確

定
事
由
と
し
て
お
り
、
公
益
的
意
義
に
基
づ
く
も
の
と
評
し
得
た

六
九
九
号
九
二
頁
（
一
九
七
九
年
九
月
）、
同
「
集
合
動
産
譲
渡
担

保
の
法
律
関
係
│
個
別
動
産
に
対
す
る
効
力
の
問
題
」『
明
治
大
学

法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
』
一
二
六
頁
（
明
治
大
学
法
律

研
究
所
、
一
九
八
〇
年
）。

（
41
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
三
〇
頁

（
42
）　

下
森
定
「
集
合
物
（
流
動
動
産
）
の
譲
渡
担
保
」
下
森
定
＝

須
永
醇
先
生
還
暦
記
念
『
物
権
法
重
要
論
点
研
究
』
一
〇
八
頁

（
酒
井
書
店
、
一
九
九
三
年
六
月
）

（
43
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
三
〇
頁

（
44
）　

道
垣
内
・
前
掲
（
21
）
担
保
物
権
法
三
版
三
二
七
頁
以
下

（
45
）　

森
田
宏
樹
・
前
掲
（
36
）
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概
念
は
必

要
か
一
頁

（
46
）　

遠
藤
・
一
四
頁
、
片
山
・
三
一
頁
、
門
口
・
四
八
頁
以
下
、

森
田
修
・
五
七
頁
、
今
尾
②
・
一
一
三
頁
、
直
井
・
一
七
頁
な
ど
。

本
決
定
は
、「
譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ
る
集
合
動
産
を
構
成
す
る
に

至
っ
た
動
産
」
を
「
目
的
動
産
」
と
称
し
、
そ
の
「
価
値
を
担
保

と
し
て
把
握
す
る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
重
帰
属

構
成
を
採
用
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
47
）　

森
田
宏
樹
・
前
掲
（
36
）
集
合
物
の
『
固
定
化
』
概
念
は
必

要
か
一
頁

（
48
）　

山
口
明
『
Ａ
Ｂ
Ｌ
の
法
律
実
務
│
実
務
対
応
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
』
三
四
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
七
月
）。
ま
た
、

こ
の
相
違
を
捉
え
て
、「
固
定
化
」
概
念
に
つ
い
て
は
、「
な
お
議

論
す
る
必
要
性
が
存
在
す
る
」
と
説
か
れ
る
（
伊
藤
眞
「
集
合
債

一
六
四



流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
七
）

な
い
で
あ
ろ
う
。
被
担
保
債
権
の
譲
渡
に
よ
り
譲
渡
担
保
権
の
目

的
で
あ
る
集
合
物
が
随
伴
し
て
移
転
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
、

流
動
性
を
保
っ
た
ま
ま
担
保
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
根
抵
当
と
は
状
況
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
58
）　

か
つ
て
激
し
く
争
わ
れ
て
き
た
再
建
型
倒
産
手
続
の
開
始
に

よ
る
固
定
化
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
眞
「
倒
産
処
理
手
続
と

担
保
権
│
集
合
債
権
譲
渡
担
保
を
中
心
と
し
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
七
二

号
六
〇
頁
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
及
び
、
同
・
前
掲
（
48
）
集
合

債
権
譲
渡
担
保
と
事
業
再
生
型
倒
産
処
理
手
続
再
考
│
会
社
更
生

手
続
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
二
七
五
七
頁
が
当
然
の
固
定
化
を

否
定
し
、
現
在
は
こ
れ
が
有
力
説
化
し
て
い
る
。

（
59
）　

こ
の
点
に
お
い
て
、
実
行
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
中
間
段
階
と

し
て
の
固
定
化
概
念
を
否
定
す
る
山
野
目
・
前
掲
（
36
）
流
動
動

産
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
二
五
頁
は
、
一
理
あ
る
も
の
と
い
え
る
。

（
60
）　

こ
の
点
、
流
動
動
産
譲
渡
担
保
に
は
、
固
定
化
を
前
提
と
す

る
実
行
時
回
収
型
と
、
固
定
化
を
前
提
と
し
な
い
常
時
収
益
回
収

型
と
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
（
片
山
三
二
頁
。
集
合
債

権
譲
渡
担
保
に
つ
き
、
同
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
四
号
二
八
頁
（
二
〇
〇
七

年
四
月
）
参
照
。）。
ま
た
、
森
田
修
「『
新
し
い
担
保
』
の
考
え
方

と
執
行
手
続
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
七
号
二
〇
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
八

月
）
も
、「
近
時
の
担
保
取
引
実
務
に
は
、
流
動
性
を
保
っ
た
ま
ま

在
庫
担
保
の
換
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
も
の

が
現
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
実
行
に
よ
っ
て
も
固
定
化
を

生
じ
な
い
場
合
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

が
、
規
定
が
不
明
確
で
無
用
の
紛
争
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
な
ど
の

理
由
（
谷
口
園
恵
＝
筒
井
健
夫
編
著
『
改
正
担
保
・
執
行
法
の
解

説
』
四
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
参
照
）
か
ら
削

除
さ
れ
た
。

（
54
）　

公
益
的
意
義
と
私
益
的
意
義
の
区
分
に
つ
き
、
拙
著
「
東
京

高
判
平
成
二
〇
年
六
月
二
五
日
判
批
」
金
判
一
三
〇
六
号
二
二
頁

（
二
〇
〇
九
年
一
月
）
参
照
。

（
55
）　

例
え
ば
、
本
決
定
が
掲
げ
る
よ
う
に
、「
営
業
の
廃
止
」
を

も
っ
て
強
制
的
な
固
定
化
事
由
と
捉
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
平
成
一
五
年
改
正
前
民
法
三
九
八
条
ノ
二
〇
第
一
号
が

い
う
「
其
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
担
保
ス
ベ
キ
元
本
ノ
生
ゼ
ザ
ル
コ
ト

ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
」
に
該
当
し
得
る
場
合
と
し
て
「
営
業
の
廃
止
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
点
（
鈴
木
禄
弥
・
前
掲
（
52
）
根
抵
当
法
概

説
三
版
一
四
六
頁
）
と
符
号
す
る
が
、
前
掲
（
53
）
の
と
お
り
、

同
号
は
規
定
の
不
明
確
性
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
固
定

化
事
由
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
同
号
の
不
明
確
さ
を
め
ぐ
る
か

つ
て
の
解
釈
論
争
を
再
燃
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
相
当
で
な
い

（
田
高
四
頁
）。

（
56
）　

石
田
穣
『
民
法
大
系
（
三
）
担
保
物
権
法
』
七
三
二
頁
（
信

山
社
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）
は
、「
目
的
動
産
確
定
期
日
」
な
る

概
念
の
下
で
、
設
定
当
事
者
の
合
意
又
は
一
方
的
意
思
表
示
に
よ

る
固
定
化
と
同
等
の
効
果
を
認
め
る
。

（
57
）　

も
っ
と
も
、
担
保
権
者
に
よ
る
担
保
権
を
伴
う
被
担
保
債
権

の
処
分
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
固
定
化
を
生
じ
さ
せ
る
必
要
は

一
六
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）

（
三
三
八
）

前
者
（
主
従
的
選
択
）
の
例
と
し
て
、
抵
当
権
の
実
行
と
抵
当
不

動
産
の
賃
料
債
権
へ
の
物
上
代
位
と
の
関
係
が
挙
げ
ら
れ
、
後
者

（
等
価
的
選
択
）
の
例
と
し
て
、
抵
当
権
の
実
行
と
抵
当
不
動
産
の

仮
差
押
え
に
対
し
て
供
託
し
た
仮
差
押
解
放
金
の
取
戻
請
求
権
と

の
関
係
（
最
一
小
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
六
日
民
集
二
四
巻
七
号

九
六
五
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、
付
加
（
派
生
）
的
物

上
代
位
の
場
合
は
主
従
的
選
択
と
な
り
、
代
替
（
代
償
）
的
物
上

代
位
の
場
合
は
等
価
的
選
択
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
65
）　

も
っ
と
も
、
以
上
に
述
べ
た
点
は
、
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
議

論
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
議
論
の
蓄
積
も
み
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

択
一
的
行
使
の
規
律
を
執
行
手
続
上
ど
の
よ
う
に
実
現
す
べ
き
で

あ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
概

念
整
理
の
仕
方
を
含
め
て
、
議
論
の
喚
起
を
期
待
し
た
い
。

（
66
）　
「
被
担
保
債
権
が
弁
済
期
を
徒
過
し
、
不
履
行
に
陥
っ
て
い
て

譲
渡
担
保
権
を
実
行
で
き
る
段
階
に
あ
る
こ
と
」
を
権
利
行
使
要

件
と
す
る
田
高
・
五
頁
は
結
論
に
お
い
て
同
旨
で
あ
ろ
う
。

（
67
）　

と
は
い
え
、
執
行
手
続
上
、
履
行
期
の
到
来
が
既
に
証
明
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
抗
告
訴
訟
で
物
上
代
位
権

行
使
の
可
否
が
こ
と
さ
ら
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
68
）　

そ
の
限
度
を
超
え
て
、
債
務
不
履
行
前
の
段
階
で
譲
渡
担
保

権
者
に
満
足
的
利
益
を
与
え
る
担
保
権
実
行
と
し
て
の
物
上
代
位

権
行
使
を
可
能
に
す
る
趣
旨
の
合
意
を
行
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
無
効
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
同
様
の
目
的
は
、
期
限
の

（
61
）　

循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
と
は
、
担
保
目
的
物
が
「
原
材
料
・
在
庫
商

品
等
（
動
産
）
↓
売
掛
金
債
権
（
将
来
債
権
）
↓
預
金
（
回
収

金
）」
と
循
環
す
る
Ａ
Ｂ
Ｌ
（
動
産
・
債
権
担
保
融
資
）
を
い
う
。

（
62
）　

中
島
弘
雅
・
前
掲
（
48
）
Ａ
Ｂ
Ｌ
担
保
取
引
と
倒
産
処
理
の

交
錯
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
63
）　

固
定
化
に
関
し
て
双
方
の
譲
渡
担
保
が
連
動
す
る
理
論
的
な

根
拠
は
、
循
環
型
Ａ
Ｂ
Ｌ
に
お
け
る
当
事
者
間
の
統
一
的
な
担
保

契
約
目
的
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
64
）　

他
方
、
前
者
（
択
一
的
行
使
）
の
場
合
に
は
、
担
保
権
者
が

任
意
に
選
択
す
る
か
（
任
意
的
選
択
）、
法
律
上
当
然
に
い
ず
れ
か

の
選
択
が
行
わ
れ
る
か
（
法
律
的
選
択
）
の
区
別
が
あ
り
得
る
も

の
と
い
え
る
。
後
者
（
法
律
的
選
択
）
は
、
例
え
ば
、
物
上
代
位

の
補
充
性
に
鑑
み
て
、
目
的
物
本
体
へ
の
担
保
権
の
追
及
効
が
尽

き
た
場
合
に
は
じ
め
て
物
上
代
位
が
可
能
と
な
る
と
い
っ
た
場
合

を
指
す
。
ま
た
、
前
者
（
任
意
的
選
択
）
に
つ
い
て
は
更
に
、
主

従
的
選
択
か
等
価
的
選
択
か
の
区
別
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
両
権
利
間
に
主
従
の
区
別
を
認
め
、
目
的
物
本
体
の
担
保
権

（
主
た
る
権
利
）
が
行
使
さ
れ
れ
ば
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）

は
消
滅
し
て
行
使
不
能
と
な
る
が
、
物
上
代
位
権
（
従
た
る
権
利
）

が
行
使
さ
れ
て
も
目
的
物
本
体
の
担
保
権
（
主
た
る
権
利
）
は
消

滅
せ
ず
な
お
行
使
可
能
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
そ
の
範
囲
で
は

双
方
的
行
使
を
認
め
る
。）
と
す
る
か
（
主
従
的
選
択
）、
そ
れ
と

も
か
か
る
区
別
を
認
め
ず
、
い
ず
れ
の
権
利
を
行
使
し
て
も
他
方

の
権
利
は
消
滅
す
る
も
の
と
す
る
か
（
等
価
的
選
択
）
で
あ
る
。
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流
動
動
産
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
（
清
水
）

（
三
三
九
）

の
確
定
を
防
止
で
き
る
」
と
の
点
は
、
根
担
保
と
の
比
較
に
お
け

る
共
通
の
利
点
で
あ
り
、
根
譲
渡
担
保
権
に
基
づ
く
物
上
代
位
と

債
権
譲
渡
担
保
（
な
い
し
は
債
権
質
）
と
の
比
較
に
も
一
般
化
で

き
よ
う
。

（
74
）　

松
本
・
一
四
七
頁
参
照
。
否
定
的
見
解
と
し
て
、
小
山
②
・

一
六
五
頁
。

（
75
）　

山
本
・
二
一
四
頁
以
下
、
今
尾
②
・
一
二
〇
頁
以
下
な
ど

（
76
）　

最
三
小
判
平
成
一
七
年
二
月
二
二
日
民
集
五
九
巻
二
号
三
一
四

頁
（
77
）　

最
二
小
判
平
成
一
〇
年
一
月
三
〇
日
民
集
五
二
巻
一
号
一
頁

利
益
喪
失
約
款
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
可
能
で
は
あ
る
。

（
69
）　

小
山
①
・
三
〇
頁
、
遠
藤
・
一
六
頁
、
門
口
・
五
一
頁
、
庄

＝
杉
江
・
一
六
一
頁
以
下
、
渡
邊
・
五
九
頁
以
下
な
ど

（
70
）　

物
上
代
位
権
は
、
債
権
上
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
、
一
種
の
法
定
担
保
で
あ
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
他
の
法
定
担

保
物
権
で
あ
る
留
置
権
や
先
取
特
権
と
同
様
に
、
物
権
法
定
主
義

の
規
律
に
服
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
71
）　

拙
著
「
物
的
担
保
に
基
づ
く
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
│

そ
の
競
合
と
再
構
成
」
日
本
法
学
七
一
巻
一
号
二
〇
八
頁
以
下

（
二
〇
〇
五
年
五
月
）
参
照

（
72
）　

池
田
①
・
二
二
一
頁
。
通
常
の
状
況
に
お
い
て
は
い
ず
れ
の

方
法
を
も
選
択
可
能
で
あ
る
旨
述
べ
る
。

（
73
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
（
71
）
物
的
担
保

に
基
づ
く
物
上
代
位
と
債
権
譲
渡
担
保
一
六
七
頁
の
ほ
か
、
拙
著

「
物
上
代
位
│
民
法
三
〇
四
条
一
項
た
だ
し
書
を
中
心
と
し
て
」
円

谷
峻
編
著
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』
一
三
四
頁
（
信
山
社
、

二
〇
一
〇
年
三
月
）
に
委
ね
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
論
稿
は
、

保
険
金
請
求
権
に
対
し
て
実
務
上
用
い
ら
れ
る
債
権
質
と
物
上
代

位
と
の
間
で
の
利
害
得
失
を
採
り
上
げ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、「
保
険
質
権
の
実
務
相
談
」
編
集
委
員
会
『
保
険
質
権
の

実
務
相
談
』
二
四
頁
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
）

が
参
考
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
同
書
が
挙
げ
る
債
権
質
の
利
点
の

う
ち
、「
根
抵
当
権
で
は
物
上
代
位
権
の
行
使
に
よ
り
根
抵
当
権
が

確
定
し
て
し
ま
う
が
、
質
権
の
取
立
権
を
行
使
す
れ
ば
根
抵
当
権
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